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施工範囲：横 約 35m × 縦 約 18m 

※詳細な位置及び大きさは、受注者の負担によ
り計測を行い、本学と協議のうえ決定する。 

履行場所 

履行場所（工事現場） 

位置図 



仕様書 

１ 件名 

公立大学法人京都市立芸術大学フットサルコート整備工事 

 

２ 履行期限 

契約の日から令和８年９月３０日 

 

３ 履行場所 

京都市下京区屋形町２－１ほか 

 

４ 工事内容 

現存の空き地を整地し、位置図に記載の青枠の部分をグラウンド（クレー舗装）として整備

するとともに、平面図及び立面図のとおり、ボール等がネット外に出ないよう支柱及び防球ネ

ット（全方向）を設置し、フットサルができる場所を整備する。 

※ フットサルコートを示すラインは必要ありません。 

 

５ 本学の担当所属 

京都市立芸術大学 総務課 

 

６ 作業要件 

(1) 各種関連法令等を遵守し、公共建築工事標準仕様書及び作業計画書に従って作業するこ

と。 

(2) 工事内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付すること。 

(3) 必要に応じて許認可等の各種申請を行うこと。 

(4)  工事車両の出入口部等必要な箇所には、交通誘導員等を適切に配置し、工事期間中の周辺

環境の安全性を確保すること。特に、大型車両の出入りについては、十分な安全対策を講じ

ること。 

(5) 本工事により発生する建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物は、各種関係法令等を遵守し、

受注者が適正に処理すること。 

(6)  履行場所には、電源コンセント、水道及び照明がないため、電源が必要な場合は、受注者

の責任において確保すること。 

(7) 本工事に必要となる一切の費用を受注者が負担すること。 

 

７ 作業時の注意事項 

(1) 履行場所に進入するには、JR の高架下を通行する必要があるため、高さ制限(2.4m) があ

る。 

(2) 工事期間、時間帯、休工日、大きな音や振動が出る日等の日程、緊急連絡先を看板等に明



記し、近隣住民が見える場所に掲示すること。 

(3) 粉塵が近隣住民の洗濯物や車に飛ばないよう、必要に応じてシートでしっかり囲むこと。 

(4) 可能な限り、低騒音型の重機や工具を使用するとともに、指定場所以外での喫煙や大声で

の談笑は控えること。 

(5) 駐車は、近隣住民の出入りを妨げないよう、必ず敷地内かコインパーキングを利用し、待

機中はエンジン音や排気ガスが出ないようアイドリングストップを徹底すること。 

(6) 道路に泥が跳ねたり、ゴミが落ちたりしていないか、その日の作業が終了する都度、現場

周辺を清掃すること。 

 

８ 作業に係る体制 

(1) 作業の日程は本学と事前に協議し、承認を得ること。 

なお、作業の時間帯は、原則として平日９時から１７時までとする。休日の作業が必要と

なる場合も本学と事前に協識すること。 

(2) 設置作業にあたって事前に下見を行う際も、本学と事前に日程を協議すること。 

(3) 受注者は作業に従事する際、常に身分証明書を携行すること。 

なお、本学は、受注者の作業に際し身分証明書の提示を求めることがある。 

 

９ 検査 

引き渡し後、本学による検査を実施することとし、検査に合格した時に業務が完了したもの

とする。 

 

10 使用方法 

受注者は、本学に対し使用方法の説明を行うこと。 

 

11 保証 

(1) 初期不良を確認した場合は、直ちに適切な対応を実施すること。 

(2)  履行完了後１年間は保証期間として、メンテナンスなど十分に対応し、再委託することな

く、不具合の発生時は迅速な処置を行い解決策を提案できる体制とすること。ただし、メー

カーの保証期間が１年を超える場合は、メーカーの保証期間に従うこと。 

(3)  保証書等がある場合は、紛失等が無いよう整理して納品すること。 

 

12 提出書類 

受注者は、本学の指示に従い、次に示す書類を紙媒体又は電子ファイルにより本学に提出す

ること。電子ファイルによる場合は、MS-Word 形式及び MS-Excel 形式又は PDF 形式とするこ

と。 

(1) 作業（納入及び設置工程並びに体制）計画書（WBS 等） 

(2)  作業責任者届 



(3)  納品物一覧 

(4)  連絡体制図表 

(5)  竣工写真 

•A4 用紙に印刷して１部提出すること。 

・写真データ（ファイル形式 JPEG 又は PNG) を CD-R 等にて提出すること。 

※ 工事写真の撮影に当たっては、京都市の「工事写真管理基準」に基づき、撮影する

こと。 

(6) 竣工図 

・縮小版 A4 サイズを１部提出すること。 

•CAD データ(JWW または DXF) を CD-R 等にて提出すること。 

(7) 設計計算結果 

・該当地域における条件下において、支柱が風荷重（風圧力）に、耐えられる太さや厚み

を確保すること。 

・強風時にネットの支柱が地面から引き抜かれることがないよう支柱の基礎（足元）とな

るコンクリートブロックの大きさや重さが適切であること。 

 

13 権利の帰属 

本契約に関して受注者が作成したドキュメント類等の成果物の著作権その他の権利について

は、その納入をもって本学へ移転するものとする。なお、既製のソフトウェア類については、

各製品の使用許諾条件に従うものとする。 

 

14 支払条件 

本学の検査完了後、受注者による適法な請求書に基づき、検査が完了した日が属する月の翌

月末日に振込により支払う。 

 

15 損害賠償 

受注者は、仕様書及び契約書に反し本学に損害を与えたときはその損害を賠償しなければな

らない。賠償すべき金額は、本学と受注者が協議して決定する。 

 

16 特記事項 

本契約の締結に際しては以下の条件を遵守すること。 

(1) 履行計画 

受注者は、本業務の履行に着手する前に、日程及び履行方法について本学に届け出て、そ

の承認を得なければならない。本業務の内容が変更された場合又は日程若しくは履行方法を

変更しようとする場合も同様とする。 

(2) 秘密の保持 

受注者は、本業務の遂行中及び業務が完了した後又はこの契約が解除された後において



も、本業務の処理上知り得た情報（個人情報を含む。）及び秘密を他人に漏らしてはならな

い。 

(3) 目的外使用の禁止 

受注者は、契約目的物、本業務の履行に関し作成された小型記録媒体及びその他の媒体に

記録された情報（以下「データ」という。）を本業務の履行以外の用途に使用してはならな

い。 

(4) 複写、複製及び第三者提供の禁止 

受注者は、契約目的物及びデータを複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはな

らない。ただし、本学の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 

(5) 再委託等の禁止 

ア 受注者は、本業務の実施に当たって、業務を一括再委託してはならない。 

※ 一括再委託とは、契約金額の内訳のうち、概ね 7割を超える額に該当する部分を再

委託すること又は、履行内容が契約履行手段の主要項目である部分を再委託すること

を指す。 

イ 受注者は、本業務の実施について一部の業務の再委託を行う場合は、あらかじめ業務再

委託計画書（再委託先の名称、所在地等、再委託業務範囲）を本学に提出しなければなら

ない。 

ウ 受注者は再委託を行う場合、発注者に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先

に対して、業務履行の品質確保、安全管理、秘密保持及び個人情報等の取扱いについて同

様の義務を課すこと。 

工 受注者が再委託先に業務を実施させる場合、すべて受注者の責任において行うものと

し、再委託先の責めに帰すべき事由については、すべて受注者の責めに帰すべき事由とし

て取り扱うものとする。 

オ 再委託による業務を実施する場合、それぞれの業務の実施現場において、受注者は、再

委託先の事業者に直接、指揮、監督等を行うこと。 

力 受注者は、原則、本競争入札において互いに競争相手であった者に再委託してはならな

い。 

(6) データ等の適正な管理 

ア 受注者は、データや本学に提出する書類及びその他業務の遂行に必要となる書類（以下

「関連書類」という。）の管理に当たっては、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん及び盗難

等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。 

イ 受注者は、データ及び関連書類の輸送・搬入出を自ら行うものとし、第三者に行わせて

はならない。ただし、本学の書面による同意を得た場合は、この限りではない。 

ウ 受注者は、データ及び関連書類の全部又は一部を漏えい、滅失、き損、紛失及び改ざん

し、又は盗難等に遭ったときは、本学の指定するところにより代品を納め、損害（第三者

に及ぼした損害を含む。）を賠償し、又は原状に復し、損害（第三者に及ぼした損害を含

む。）を賠償しなければならない。 



(7) データ等の廃棄 

ア 受注者は、本業務の内容が変更されたとき又はこの契約が解除されたときは、本学の指

示に従って、データ及び関連書類を廃棄しなければならない。 

イ 受注者は、本業務の履行に伴い生ずるデータのファイルについては、直ちに廃棄しなけ

ればならない。ただし、本学の指示がある場合はこの限りでない。 

ウ 前３項に定めるデータ等の廃棄は、当該データ等が第三者の利用に供されることのない

ように、焼却、シュレッダー等による裁断、消去等の方法により行わなければならない。 

(8) 監督 

本学は、必要があると認める場合に、データ及び関連書類の管理の状況並びに本業務の履

行状況について、いつでも受注者に対して報告を求め、受注者の電子計算機室等に立ち入っ

て検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。 

(9) 事故の発生の通知 

受注者は、当該契約目的物やデータ、関連書類について、漏えい、滅失、き損、紛失、改

ざん及び盗難等の事故が生じたときは、直ちに本学に通知しその指示に従い、遅滞なく書面

で報告しなければならない。 

(10) その他 

本書に記載のないものについては、適宜本学と調整すること。 

 

17 疑義 

受注者は、仕様書等に関し疑義がある場合、契約以前に本学の説明を受け、又は協議してお

くこと。各仕様等に明示していない事項は、京都市の「土木共通仕様書」に記載のとおりとす

る。 

受注者は、契約締結後に疑義がある場合、原則として本学の解釈に従うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

支柱及びネットの参考仕様 

 

平面図 （天井面） 

 

 

 

 

                       ※ 側面のネットに、１箇所出入口（2.5ｍ×

2.5ｍ）を設置すること。なお、設置位置

は、本学と協議のうえ決定する。 

 

天井ネット 

目合い（網目）：４０ｍｍ 

線径（直径）：１．１５ｍｍ 

色：別途協議 

ジョイントビーム（塗装なし） 

直径：１０１．６ｍｍ 

板厚：４．２ｍｍ 

側面ネット 

目合い（網目）：４０ｍｍ 

線径（直径）：１．６ｍｍ 

色：別途協議 

 

鋼管ポール（ＳＴＫ４００）（塗装なし） 

直径：２６７．４ｍｍ 

板厚：６．０ｍｍ 

長さ：８．２ｍ 

 
鋼管ポールの設置 

ＧＬからジョイントビーム：６ｍ 

根入れ：２ｍ 

※ 傾斜や倒壊を防止するための補強材（根枷）を設置

すること。 

立面図 （側面） 

 



グラウンド（クレー舗装）の参考仕様 

１ 水はけ対策 

(1) 本学と協議のうえ、０．５％以下の勾配（スロープ）を設けること。 

(2) 勾配の形状は、一方向勾配（片流れ）、かまぼこ型（センターピーク）及び四方転び等、設

置するコートの状況に応じて、本学と協議のうえ、最も適切な形状を選ぶこと。 

(3) 表面の勾配だけでなく、少量の雨で水たまりができないよう暗渠（あんきょ）による排水

を設置すること。 

 

２ 標準的な断面構成 

表層は、１００ｍｍ～２００ｍｍとし、真砂、スクリーニングス、クレーなどを使用し、適

度な弾力と保水性を確保すること（化粧砂及び表層安定剤を含む）。 

上層は、１００～１５０ｍｍとし、荷重を分散させ、平坦性を保つため、砕石を使用するこ

と。 

下層は、１００～１５０ｍｍとし、地盤を安定させる土台を形成するため、切り込み砕石等

を使用すること。 

なお、施工者が実際に施工した京都市内の公的な教育機関のグラウンドの施工事例をもと

に、事業者から提案があった場合には、本学と協議のうえ、施工事例を参照することを可能と

する。 

また、砂埃対策やクッション性向上のために、表層の土に「ソイルセメント」等を混ぜて、

改良土舗装を本学の負担により実施する場合は対応すること（費用は、入札金額に含まれな

い。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考数量表 

区分１ 区分２ 品名等 詳細 数量 単位 

フットサルコ

―ト整備工事 

防球ネット設

置工事 

鋼管支柱 直径 267.4mm×板厚 6.0mm×長さ 8.2m 18 本 

ジョイントビーム 直径 101.6mm×板厚 4.2mm 8 本 

装柱金物 ＦＢ４Ｄ-２３ 60 個 

メッセンジャー 

ワイヤー 
３８ｍｍ 720 ｍ 

巻付きグリップ ３８ｍｍ 134 個 

ターンバックル 直径１６ｍｍ 80 個 

Ｌ型金物  32 個 

丸シンプル  36 個 

割シンプル  80 個 

カーテンネット 

操作装着 
 1 セット 

側面ネット 直径１．６ｍｍ×４０ｍｍ 目 648 ㎡ 

天井ネット 直径１．１５mm×４０ｍｍ 目 648 ㎡ 

防護マット 原則、既製品とする。 

厚み：３０ｍｍ以上 

素材：高密度ウレタン又は発泡ポリエ

チレン 

外皮（カバー）：ターポリン 

固定方法：マジックテープ式 

色：別途協議 

※ ＪＦＡサッカー施設用具ガイド

ライン又は一般的な安全基準に

則った製品とすること。 

18 個 

取付ロープ 直径４ｍｍ 828 ｍ 

砂・セメント  1 式 

舗装工事 鋤取り工事 厚さｔ＝０．２５ｃｍ 700 ㎡ 

舗装下地不陸整正  700 ㎡ 

暗渠排水 水はけ 

対応 
 100 ｍ 

真砂土舗装 にがり散布含む 700 ㎡ 

仮設工事 仮設敷き鉄板  1 式 

交通整理員  1 式 

※ 運搬費、施工費、残土処分費、重機損料、現場管理費、諸経費は入札金額に含む。 



 

  

イメージ図 


